
これより、本日２つ目のテーマである「一般廃棄物処理基本計画改定」に
ついて、総務部 企画室計画担当課長 の能戸より、ご説明します。

本テーマでは、今年２月に改定した清掃一組の一般廃棄物処理基本計画の
概要について紹介します。
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はじめに、「本日の内容」です。

１では、本計画の位置付け、改定にあたっての考え方について説明します。

２から６では、計画の各項目について説明します。

最後の７では、次期計画の改定に向けてということで、今回の改定では、改
定作業中に新型コロナウィルス感染症が発生し、その影響をとらえることがで
きませんでしたので、こうした点にも触れておきたいと思います。
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では、「１ 一般廃棄物処理基本計画の改定」についてです。

はじめに、一般廃棄物処理基本計画とは、略して「一廃計画」とも言います
が、私たち清掃一組にとって、23区から発生するごみを将来にわたって安定的
に全量処理するための計画となります。

図のように、清掃事業には、ごみの収集運搬・中間処理・最終処分といった
３つの過程があります。これら清掃事業は、平成12年度に東京都から23区に
移管され、23区の事業となりました。

その中で、収集・運搬は各区が、ごみの焼却等の中間処理は、23区に処理施
設がある区、ない区があることから共同で行うこととし、その実施主体として
清掃一組が作られました。

なお、処理した後の焼却灰などの埋立ては、最終処分と言いますが、最終処
分場を設置・管理する東京都へ委託するといった形で相互に連携して行ってい
ます。

言い換えれば、清掃一組の一廃計画は、23区がごみの共同処理を行うための
計画と言えます。
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次に、一廃計画の性格ですが、先ほどのテーマである「基本計画」の柱の一
つとして、一般廃棄物の中間処理等について具体的な取組を定めるという性格
と廃棄物処理法に基づき、清掃事業の主体たる市区町村(区や清掃一組)が定め
る計画という２つの性格を持っています。

一廃計画は、国の指針に沿って、計画期間を10年から15年間とし、概ね５
年ごとに改定するものです。清掃一組では、平成12年の設立以降、一廃計画の
改定を重ね、今回の改定で５期目の計画となります。
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次に、「改定に当たっての基本的な考え方」です。

計画期間は、令和３年度から16年度までの14年間です。

改定に当たっての検討事項として、平成27年に改定した前計画の施策等を
参考としつつ、国や東京都の施策、社会環境の変化や、23区の一廃計画を把
握した上で、主にごみ量の予測、各施設の施設整備計画、最終処分量削減に
向けた取組、この３点を検討しています。
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次に、「本計画の施策体系」です。

左から順に、「循環型ごみ処理システムの推進」を目標とし、５つの施策、
さらに16の取組を掲げています。

今回の改定では、近年の大規模自然災害の発生等も踏まえ、施策「５ 災害
対策の強化」に、赤字の「災害等発生時の体制確保」を新たな取組項目として
追加しました。
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次に、「３ ごみ量予測」です。

まず、計画期間中のごみ量を予測することが、清掃工場等の施設整備計画
の策定や各取組を展開する上でのベースとなります。予測ごみ量は、23区で
合意された方法により、近年のごみ量実績に人口予測や経済指標を踏まえて
予測します。

こちらのグラフは、「実績ごみ量と予測ごみ量」 の推移を示したもので
す。青の折れ線が「ごみ量の実績」、赤の折れ線が平成27年の「前計画の予
測ごみ量」になります。

前計画では、東京都の人口予測で令和２年度が23区の人口のピークと予測
されていました。そのため、平成27年度から令和２年度まで、赤の予測ごみ
量では、横ばい又は微減傾向と予測してました。

この間、青の実績ごみ量は、減少と増加を繰り返し、年度によっては予測
量を超える事態も発生していましたが、令和２年度は、新型コロナウイルス
感染症による事業活動の縮小など、大きくごみ量は減少しました。

次に本計画での、ごみ量予測は、緑の折れ線のとおりです。これは、新型
コロナウイルス感染症の影響を受ける前に行った予測ですが、東京都による
23区の人口予測のピークが約10年後ろに伸び、ピーク人口も増えました。
そのため、ごみ量予測を前計画よりも若干多く、また令和７年度までは微増
の傾向で予測しました。

現在、新型コロナウイルス感染症が、いまだ収束しない状況ですが、人口
増加の傾向は続いており、今後の事業活動の回復と、ごみ量を変化を注視し
ていきたいと思います。
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次に、「可燃ごみ量予測と清掃工場処理量」について説明します。

前のスライドでは、ごみ量「全体」の予測結果について説明しました。そ
のうち、可燃ごみについて見ていきます。

青の折れ線が「可燃ごみ量」で、左側の平成27年度から令和２年度までが
実績、右側の令和３年度以降が本計画での予測になります。

次に「清掃工場処理量」を赤の折れ線で示します。御覧のとおり、清掃工
場の処理量は、可燃ごみ量より多くなります。この差が「処理残さ」の焼却
量です。不燃ごみや粗大ごみは、破砕処理し、鉄・アルミなどの資源を回収
すると「処理残さ」が残ります。この「処理残さ」をそのまま埋め立ててし
まうのではなく、焼却可能なものは清掃工場に送って焼却することで、でき
る限り、最終処分量の削減に努めています。

平成27年度から令和元年度の実績で、この「処理残さ」の焼却が年間約８
万トンですが、更なる最終処分量の削減のため、新計画では年間10万トンの
「処理残さ」を清掃工場で焼却処理する予測としています。

最近では粗大ごみが年々増加していることもあり、ごみ量の予測だけでは
なく、こうした「処理残さ」の処理も含めて予測することが、ごみ処理を担
う清掃一組にとって非常に重要となります。
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次に、「清掃工場の施設整備計画」について、説明します。

はじめに、「施設整備計画策定の流れ」です。

施設整備計画の策定には、まず、先ほどの「予測ごみ量」から「清掃工場
処理量」を算出し、次に、この「清掃工場処理量」を、安定的に全量処理で
きる体制を確保することを前提に、焼却余力や年間稼働日数などの「基本事
項の設定」を行い、「策定における基本的な考え方」の下、「施設の現況」
などを把握した上で策定するという流れになっています。
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次に、「基本事項の設定」について説明します。

ここでは、主な事項５点を紹介します。

１点目は、「整備対象工場」です。計画期間内に稼働年数が25年を超える
清掃工場を対象としています。

２点目は、「整備手法・計画耐用年数」です。整備手法には「建替工事」
と「延命化工事」の２つがあります。

「建替工事」は、稼働25年から30年程度の工場を文字通り建て替えるもの
で、「延命化工事」は、基幹的設備を重点的に整備し、40年程度まで稼働年
数を伸ばした後、建替工事を行います。清掃工場の建替時期や整備費用の分
散化のため、こうした「延命化工事」の手法も取り入れています。

３点目は、「建替工事の準備期間、工事期間」です。工事前の計画策定や
環境影響評価手続に要する期間として約５年間、また、施設規模や焼却炉の
数によっても異なりますが、当組合で標準的な規模の300トン・２炉ですと、
工場解体工事や建設工事に要する期間として６年間、合計で約11年の期間が
清掃工場の建替えで必要となります。
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続きまして、４点目は、「計画年間焼却能力」です。稼働中の全清掃工場
の焼却能力に、283日を計画年間稼働日数として、かけ合わせたものとしてい
ます。この283日は、清掃工場がオーバーホール等で停止する日数を除いたも
のです。

最後、５点目は「必要となる焼却余力」です。家庭や会社などから発生す
るごみの量は季節によって変動が大きいため、この季節変動に対応するには
一定の余力を確保する必要があります。本計画では、近年の季節変動の実績
を見て、先ほどの「計画年間焼却能力」に対して12％を必要な余力として設
定しています。
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次に、「策定における基本的考え方」です。

１点目は、23区の収集・運搬の効率性への配慮です。隣接する清掃工場を
同時に整備した場合、その地域のごみの収集時間への影響や23区の収集に係
る経費の増大につながる可能性もあることから、23区の収集運搬の効率性に
配慮します。

２点目は、リスク分散です。23区の清掃工場は、施設規模や焼却炉数、立
地などに偏りがあるため、自然災害による被災や機器故障などにより長期停
止した場合に安定的な全量処理体制の確保に対してリスクを抱えています。

このようなリスクを分散するため、焼却炉の複数炉化の検討や、立地、焼
却能力のアンバランスの将来的な是正を検討します。
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最後に３点目、「安定的な焼却能力の確保」です。

23区の清掃工場は、高度経済長期などを経た急激なごみ量の増加に対応す
べく、工場建設が進められた結果、平成初頭に稼働時期が集中しています。
そのため、図のとおり、赤枠で囲った16工場、規模にして9,700トン/日が今
後、同時期に建替時期を迎えることとなります。

このことから、必要な焼却能力を確保しながら、建替工事や延命化工事を
行うことが困難になってきます。

13



そのため、本計画では、予測した清掃工場処理量を確実に処理できるよう
、建替時期の分散化や施設規模の拡大を検討し、必要な焼却能力と焼却余力
の確保に努めます。
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以上を踏まえて作成した清掃工場の整備スケジュールがこちらになります
。

ここでは、非常に過密なスケジュールであるということをイメージいただ
ければと思います。緑が建替工事、黄色が延命化工事となります。

現状で、23区のごみを処理しながら整備できるのは同時に３工場程度です
が、令和17年度以降はさらに過密になってきます。
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今、ご覧いただいた整備スケジュールのうち、主な整備対象工場について
説明します。

１つ目は、墨田清掃工場です。現在、日量600トンを処理する工場ですが、
建替時には日量500トンに施設規模を縮小する計画です。これは環境負荷のさ
らなる低減には、公害防止設備等を大きくする必要があることや、敷地面積
等の制限から現在の日量600トンの規模での建替えが困難なためです。

２つ目は、豊島清掃工場です。前計画では建替工事の予定でしたが、延命
化工事に整備手法を見直しました。これは近隣の工場が、「プラント更新」
と言って、工場の建物はそのままで中身のプラント設備を入れ替えるといっ
た手法で整備してきており、建物の年数等から、そちらを優先して建て替え
るためです。

最後に世田谷清掃工場です。世田谷清掃工場は、平成20年に清掃一組で唯
一のガス化溶融炉を採用し稼働しましたが、平成26年度に炉室内の作業環境
が悪化したことに伴い、設備の耐用年数や整備手法などを検討しました。そ
の結果、20年程度稼働した後、建替えを行なう整備手法が優位と判断し、令
和８年度から建て替えることにしました。

施設規模は、将来の安定的な全量処理体制を確保するため、現在の日量300
トンから日量600トンに拡大することとしました。
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次に、不燃・粗大ごみ処理施設の整備計画です。

清掃一組では、現在、粗大ごみの処理施設として１施設、不燃ごみの処理
施設を２施設が稼働してます。

表の一番上の施設、中防不燃・粗大ごみ処理施設については、中防不燃ご
み処理センター第一プラント跡地を利用して令和４年度から整備を行ないま
す。この施設では、不燃ごみ・粗大ごみを共通処理することとし、その効果
して処理の効率化、選別精度の向上などにより資源回収を徹底し、最終処分
量削減に繋げます。

先ほど施策体系のところで「災害対策の強化」と申し上げましたが、今ご
説明した新施設が竣工した際には、２段目の粗大ごみ破砕処理施設、３段目
の中防不燃ごみ処理センター第二プラントは休止としますが、今後想定され
る震災などの災害発生時の災害廃棄物処理に備えます。
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中防不燃・粗大ごみ処理施設の整備計画を位置関係でお示しすると図のよ
うになります。
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次に、「最終処分場の延命化」です。

23区から発生したごみの最終処分は、東京都が設置・管理する中央防波堤
の処分場を使用しています。 その残余年数は、あと50年程度と言われてお
り、新たな処分場の確保は極めて困難な状況にあります。そのため、現在の
最終処分場をできる限り長く利用できるよう、最終処分量の削減に取り組ん
でいかなければなりません。

このことから、本計画では最終処分量の更なる削減に向け、２つの取組を
進めていきます。

１つ目の取組は、「焼却灰の資源化」です。従来は、焼却灰の溶融スラグ
化による資源化を行ってきましたが、多量のエネルギー使用、ＣＯ２排出な
どの課題のほか、東日本大震災に伴う放射能問題や溶融スラグの利用量が伸
び悩んでいました。そこで、溶融処理の操業規模を縮小し、新たな資源化手
法であるセメント原料化や徐冷スラグ化を進めることとし、令和16年度には
約16.2万トンまで焼却灰の資源化を拡大することとしています。

次に、大きな２点目は、「不燃・粗大ごみの最終処分量削減」です。取組
として２つあります。いずれも前のスライドで説明した内容の繰り返しとな
りますが、１つ目は、不燃ごみ・粗大ごみを破砕処理した後の処理残さのう
ち、焼却可能なものを清掃工場で焼却し、最終処分処分量を削減します。２
つ目は、今後整備する新施設で、不燃ごみ・粗大ごみを共通処理することと
し、処理の効率化、選別精度の向上などにより資源回収を徹底し、最終処分
量削減に繋げます。
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次に、最終処分量の計画です。

今説明してきた取組による資源化量と最終処分量の予測のグラフです。

青い棒グラフが焼却灰の資源化量です。資源化量は、令和３年度の7.5万
トンから令和16年度には概ね２倍の16.2万トンまで増加する予定です。

次に赤い棒グラフが最終処分量です。資源化量が増えれば、最終処分量も
減るということで、最終処分量は、令和３年度の26.6万トンから、令和16年
度には17.3万トンまで削減していきます。
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最後に、「次期計画の改定に向けて」です。

昨今の新型コロナウイルス感染症による社会情勢の変化、また、プラスチ
ックの資源回収など、23区や東京都、国のごみの施策は、大きく変化してき
ています。

一方、清掃一組では、清掃工場等の施設の老朽化も進んでおり、今後、多
くの工場の整備が必要になってくることから23区のごみの処理体制は、今後
も厳しい状況が続くことを想定しています。

このような状況を踏まえ、清掃一組では、23区・東京都のごみ減量施策に
協力するとともに、社会情勢等の変化を踏まえ、冒頭に申し上げた「５年ご
との計画改定」に捉われず、次期計画の改定向けて取り組んでいきます。
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一般廃棄物処理基本計画の概要については、以上となります。

ご清聴ありがとうございました。
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